
 

和歌山県小学生バレーボール連盟   

    

 

令和７年度 理事会 議事録 

 

１、成立宣言  

全役員１９名中、１７名出席により成立。 

地方連盟理事１名および会計監査１名は、委任状により議長に委任。 

 

２、会長開会挨拶 

山本会長より挨拶。 

 

３、議長選出 

県小連規約、第六章、第 15 条、2．に則り会長が議長に選出。 

 

４、【１号議案】令和６年度事業報告 

競技部・審判部・指導普及部より報告。 

 

質疑なし。 

拍手により承認。 

 

５、【２号議案】令和６年度会計報告・同会計監査報告 

会計より報告。 

会計監査より監査結果の報告 

 

質疑応答 

理事：歳出の部の予備費は次期繰り越しではないか。 

応答：指摘の通りであるため次回より記載を改める。 

 

その他の質疑無し。 

拍手により承認。 

 

６、役員改選 

総務委員長より説明 

 

役員選考会推薦（第 7条、9条） 

会 長  山本 安雄 



理事長  亀岡 秀樹 

会長推薦（第 8条） 

副 会 長  湯浅 永一 

   山崎 進 

理事長推薦（第 11 条） 

常任理事（競 技 委 員 長） 東久保 隆秀 

常任理事（審 判 委 員 長） 丸山 健一 

常任理事（総 務 委 員 長） 坂本 雅律 

常任理事（指導・普及委員長） 岸田 昌章 

常任理事会推薦（第 13条） 

会 計  谷所 憲彦 

会計監査  松本 路子 

      小垣 由加 

会長委嘱（第 10条） 

副理事長  竝木 正明 

  岸田 昌章 

地方推薦理事（第 12条 2 項） 

伊 都 地 方 連 盟   不在とする。 

那 賀 地 方 連 盟  岩城 利規 

和 歌 山 市 連 盟  小池 一正 

海 草 地 方 連 盟  土肥 直史 

有 田 地 方 連 盟  正田 雄靖 

日 高 地 方 連 盟  崎山 忠士 

西牟婁地方連盟  山本 博文 

東牟婁地方連盟  瀧野 智恵子 

ただし、変更となればその都度委嘱を行う。 

 

拍手により承認。 

 

７、【３号議案】令和７年度事業計画（案） 

①競技部より提案 

②審判部より提案 

③指導普及部より提案 

 

質疑応答 

常任理事：スポーツ少年団全国交流大会がエンジョイ！バレーボールフェステ

ィバルに呼称変更されているので、議案書の修正をお願いする。 

理事：県小連の県大会とスポ少の大会開催地が分り辛いため、分かりやすい資

料の作成をお願いする。 



応答：承知した。 

理事：大会のプログラムや連小連登録方法などを電子化してはどうか。 

応答：電子化について本年度常任理事で検討する事としたい。 

理事：県バレーボール大会の開催は日高地方であるが、選挙の関係で会場を確

保できない可能性がある。 

応答：会場を確保できない場合は、近隣の地方で空調の完備している会場を確

保する事で対応したい。 

 

その他の質疑無し。 

拍手により承認。 

 

８、【４号議案】令和７年度予算（案） 

会計より提案。 

 

会計監査：競技委員長と総務委員長の業務が非常に多いことを勘案し、謝礼的な

ものを検討してはどうか。 

応答：限られた収入であるため、頂いた意見については常任理事で検討を行う事

としたい。 

 

その他質疑なし。 

拍手により承認。 

 

９、県小連規約の改定 

 

総務委員長より説明 

 

質疑応答 

理事：17条３．（３）について、(各地方連盟からは少なくとも１名)とあるが、

コンプライアンス委員は問題が発生した場合を考慮すると、地方の理事

長が担うべきだと考えるので、「コンプライアンス委員は地方理事とす

る。」にしてはどうか。 

応答：改訂案に記載したのは、臨時の理事会で決定した各委員会の充実を図る

ためであるため、言われるような点が発生するのであれば、提案から削

除する事とする。 

理事：コンプライアンス問題が発生した場合大きな事柄となるので、他の委員

会と切り離す方が良いと考える。 

応答：頂いた意見については、規約の改定を検討する事としたい。 

 

その他質疑なし。 

拍手により承認。 

 



１０、その他 

①日小連関係の報告 

・評議委員会報告（副理事長） 

 

質疑無し 

 

②令和７年度全国審判講習会資料説明（審判委員長） 

 

質疑なし 

 

③和歌山県バレーボール協会理事総会報告 

総務委員長より説明 

 

質疑なし 

 

④近畿小連定時総会報告 

総務委員長より説明 

修正：選手権大会の混合の部は、2026 年大会で廃止。 

 

質疑無し。 

⑤県小連登録費について 

 

昨年同様で承認。 

 

⑥各委員会の運営について 

総務委員長より以下について説明。 

理事会終了後に理事宛に各地方からの委員の選出をお願いする。 

ただし、コンプライアンス委員については地方の三役にお願いする。 

また、総務と指導普及に関しては競技と審判同様に、グループラインを立ち上

げ運営する事とする。 

 

質疑無し。 

 

⑦2 都道府県にまたがる大会を開催する場合は理事長に連絡すること。 

⑧県外からの移籍があった場合は、理事長に報告する事。（移籍初年度に限る） 

⑨宣言書は地方で纏めて理事長へ送ること。 

 

１１、議長解任 

 

１２、閉会の辞 

山崎副会長より挨拶 

以上 


